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は
じ
め
に

　
『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』（
以
下
『
元
記
』
と
略
記
す
る
）
は
、
但
馬
国
朝
来
郡
の
神
部
直
氏
の
系
譜
で
あ
り
、

竪
系
図
の
形
式
を
留
め
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る（

１
）。

そ
の
冒
頭
の
記
載
や
奥
書
に
よ
れ
ば
、和
銅
元
年
（
七
〇
八
）

八
月
十
三
日
に
神
部
直
根　

に
よ
っ
て
「
勘
注
言
上
」
さ
れ
た
と
あ
り
、
さ
ら
に
末
尾
に
は
長
保
四
年
（
一
〇

〇
二
）
正
月
廿
一
日
付
け
の
神
祇
官
の
証
判
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の
系
譜
部
分
は
、「
神
祖
」
の
伊
佐
那

伎
命
と
伊
佐
那
美
命
が
相
生
ん
だ
素
佐
乃
乎
命
を
祖
と
し
、
第
三
十
代
神
部
直
根　

に
至
る
ま
で
の
系
譜
で
あ

る
。
前
半
は
大
神
君
（
朝
臣
）
氏
の
系
譜
と
共
通
す
る
部
分
、後
半
が
神
部
直
氏
独
自
の
系
譜
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
部
直
氏
は
、
但
馬
国
朝
来
郡
に
鎮
座
す
る
粟
鹿
神
社
の
祭
主
を
世
襲
し
た
一
族
で
あ
り
、

但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
、
朝
来
郡
大
領
に
も
任
じ
ら
れ
た
一
族
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
『
元
記
』
に
神
部
直
氏
が
但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
か
つ
て
筆
者
は
、
そ
れ
は
事
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実
の
伝
え
で
は
な
く
、
神
部
直
氏
が
自
氏
を
、
選
叙
令
郡
司
条
に
郡
領
へ
の
優
先
任
用
の
定
め
ら
れ
た
国
造
氏

で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
述
作
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
但
馬
国
造
を
世
襲
し
た

一
族
は
但
馬
君
氏
で
あ
り
、
律
令
制
下
に
お
け
る
養
父
郡
・
朝
来
郡
の
郡
領
氏
族
で
あ
る
と
と
も
に
国
造
兵
衛

を
出
し
た
こ
と
も
あ
る
日
下
部
氏
は
、
そ
の
但
馬
君
氏
と
同
族
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る（

２
）。

そ
し
て
そ
れ
は
、

当
時
に
お
け
る
一
般
的
見
解
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
ほ
か
に
も
、
神
部
直
氏
を
朝
来
地
方
の
国
造
、
日
下
部
氏
を

養
父
地
方
の
国
造
と
し
、
そ
れ
ら
が
と
も
に
の
ち
に
但
馬
国
造
と
称
し
た
と
す
る
説（

３
）や

、
本
来
の
但
馬
国
造
は

神
部
直
氏
で
あ
っ
た
が
、
七
世
紀
後
半
に
至
っ
て
日
下
部
氏
（
但
馬
君
氏
）
の
手
に
移
っ
た
と
す
る
説（

４
）な

ど
が

あ
り
、
必
ず
し
も
共
通
理
解
が
得
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
改
め
て
神
部
直
氏
の

但
馬
国
造
就
任
を
事
実
と
み
て
よ
い
と
す
る
見
解（

５
）が

提
示
さ
れ
、
一
方
で
は
、
但
馬
君
氏
と
日
下
部
氏
を
同
族

と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
見
解（

６
）も

示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
に
し
た
い
。

一
　『
元
記
』
の
「
国
造
」

　
『
元
記
』
に
「
国
造
」（
但
馬
国
造
）
の
語
が
み
え
る
の
は
、
第
二
十
一
代
神
部
直
速
日
・
第
二
十
二
代
神
部

直
忍
・
第
二
十
九
代
神
部
直
万
侶
・
第
三
十
代
神
部
直
根　

そ
れ
ぞ
れ
の
尻
付
の
文
章
に
お
い
て
で
あ
る（

７
）。

【
史
料
１
】
神
部
直
速
日
の
尻
付



九
七

『粟鹿大明神元記』の「国造」

　
　

�

母
曰
二
倭
三
川
君
等
上
祖
角
大
草
命
之
女
浦
稚
姫
命
一。
右
人
、
磯
香
高
穴
穂
宮
御
宇
稚
足
彦
天
皇
御
世
、

依
二
神
拝
祭
一
神
部
直
姓
給
伎
。
又
但
馬
国
国
造
定
給
伎
。
即
祭
主
以
上
非
顕
。

【
史
料
２
】
神
部
直
忍
の
尻
付

　
　

�
母
曰
二
物
部
連
小
事
之
女
意
富
安
姫
命
一。
右
人
、
磐
余
稚
桜
宮
御
宇
息
長
大
足
姫
天
皇
御
世
、
但
馬
国
人

民
率
、
粟
鹿
大
神
荒
術
魂
召
著
二
於
船
鼻
一、
伝
二
百
済
一
奉
仕
。
然
返
祭
来
時

爾
、
同
朝
庭
神
事
取
持
奉
仕
。

仍
但
馬
国
造

止
奉
仕
定
給
賜
。
又
給
二
神
宝
楯
二
面
、
大
刀
二
柄
、
鏡
二
面
、
頸
玉
一
箇
、
手
玉
一
箇
、

足
玉
一
箇
、
神
田
七
十
五
町
九
段
百
八
十
歩
、
神
戸
二
烟
一。
上
件
物
、
給
二
粟
鹿
大
神
一、
宝
蔵
立
、
神
宝

物
畜
積
。
始
祭
主
忌
始
、
上
呼
二
十
一
月
寅
日
一、
中
呼
二
子
日
一、
下
呼
二
十
二
月
申
日
一、
祭
鎮
。

【
史
料
３
】
神
部
直
万
侶
の
尻
付

　
　

�

娶
二
神
部
直

□
之
女
子
秦
女
一。
右
人
、
難
波
長
柄
豊
前
宮
御
宇
天
万
豊
日
天
皇
御
世
、
天
下
郡
領
并
国

造
懸
領
定
給
。
于
レ
時
、
朝
来
郡
国
造
事
取
持
申
。
即
大
九
位
叙
仕
奉
。

【
史
料
４
】
神
部
直
根　

の
尻
付

　
　

�

右
人
、
後
岡
本
朝
庭
御
宇
天
豊
財
重
日
足
姫
天
皇
御
宇
時
、
但
馬
国
民
率
新
羅
誅
仕
奉
。
即
返
参
来
、
同

朝
庭
御
宇
始
叙
二
朝
来
郡
大
領
司
一
所
レ
擬
仕
奉
。
又
近
江
大
津
宮
御
宇
天
命
開
別
天
皇
御
宇
、
庚
午
籍
勘

造
日
、
依
二
書
笇
知
一
而
国
政
取
持
、
国
造
懸
領
并
殿
民
源
之
是
非
勘
定
注
朝
庭
進
。
即
庚
午
年
籍
。
粟

鹿
郷
上
戸
主
神
部
直
根　

年
卅
矣
。
神
戸
里
切
分
奉
、
九
条
三
里
田
四
里
田
己
、
十
条
四
里
田
五
里
田
六
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里
田
十
一
条
二
里
田
己
、
野
山
林
己
。

　

ま
ず
、
尻
付
の
史
料
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
元
記
』
そ
れ
自
体
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
に
よ
り
、
末
尾
に
付
さ
れ
た
神
祇
官
の
証
判
の
年
月
日
で
あ
る
長
保
四
年
正
月
廿
一
日
に
近
い
時
期
の
成
立

で
あ
り
、
冒
頭
の
三
行
と
和
銅
元
年
の
奥
書
も
、
そ
の
段
階
に
記
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
溝
口
睦
子

は
、
そ
の
時
期
は
神
部
直
氏
が
日
下
部
氏
に
粟
鹿
神
社
の
神
主
（
祭
主
）
の
地
位
を
奪
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時

期
、
あ
る
い
は
奪
わ
れ
て
間
も
な
い
時
期
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る（

８
）。

　

本
文
（
系
譜
部
分
）
の
尻
付
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
よ
り
は
遡
る
時
期
の
作
成
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第

十
七
代
太
多
彦
命
の
尻
付
に
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
設
置
の
「
美
作
国（

９
）」

の
名
が
み
え
る
こ
と
、
太
多
彦
命
の

弟
の
意
冨
弥
希
毛
知
命
の
尻
付
に
「
淡
路
国
三
原
郡
幡
多
郷
」、第
三
十
代
根　

の
尻
付
（【
史
料
４
】）
に
も
「
粟

鹿
郷
上
戸
主
」
と
「
郷
」
の
表
記）

（1
（

が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
奥
書
の
年
月
日
で
あ
る
和
銅
元
年
八
月
十
三

日
よ
り
も
後
の
作
成
と
考
え
ら
れ
る
。
溝
口
は
、
尻
付
で
は
神
部
直
氏
が
但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
一
族
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
、
系
譜
そ
の
も
の
が
朝
来
郡
大
領
に
任
じ
ら
れ
た
と
す
る
根　

で
終
わ
っ
て
い
る
こ

と
な
ど
を
理
由
に
、
尻
付
の
文
章
は
、
神
部
直
氏
が
孝
徳
朝
以
来
の
「
譜
第
重
大
」
の
家
柄
で
あ
る
と
主
張
し

よ
う
と
し
た
根　

自
身
か
、
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
、
八
世
紀
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い

る）
（（
（

。
系
譜
部
分
は
、
そ
の
記
載
様
式
や
人
名
の
特
徴
か
ら
、
い
く
つ
か
の
原
系
譜
を
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
、
尻
付
の
文
章
も
、
そ
の
原
形
の
す
べ
て
が
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
、
現
状
の
文
章
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は
、
八
世
紀
代
の
作
成
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
元
記
』
に
改
め
て
検
討
を
加
え
た
鈴
木
正
信
は
、
系
譜

部
分
の
世
系
が
確
定
し
た
の
も
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い

る）
（1
（

。

　

さ
て
、【
史
料
１
】
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
二
十
一
代
神
部
直
速
日
は
、「
磯
香
高
穴
穂
宮
御
宇
稚

足
彦
天
皇
御
世
」（
成
務
朝
）
に
、
神
（
粟
鹿
大
神
）
を
「
拝
祭
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
神
部
直
」
の
姓
を

賜
り
、
ま
た
但
馬
国
の
国
造
に
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
最
後
の
「
即
祭
主
以
上
非
顕
」
の
部
分
は
難
解
で
あ

る
が
、
是
澤
恭
三
は
、
速
日
以
前
は
い
ま
だ
神
部
直
姓
を
賜
っ
て
い
な
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、「
祭
主
」
を
公

称
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る）

（1
（

。
あ
る
い
は
、
一
代
前
の
第
二
十
代
猛
日
の
尻
付
に
す

で
に
「
祭
主
」
と
あ
り
、
第
十
八
代
大
彦
速
命）

（1
（

の
尻
付
に
粟
鹿
大
神
の
鎮
祭
の
開
始
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

一
方
【
史
料
２
】
に
あ
る
と
お
り
、
次
の
第
二
十
二
代
神
部
直
忍
の
時
に
神
宝
を
賜
っ
て
粟
鹿
大
神
の
宝
蔵
を

立
て
、「
祭
主
忌
」
を
始
め
た
と
具
体
的
な
祭
祀
の
始
ま
り
を
記
し
、
次
の
第
二
十
三
代
神
部
直
伎
閉
以
降
、

第
二
十
八
代
神
部
直
都
牟
自
ま
で
の
尻
付
に
は
、
い
ず
れ
も
「
粟
鹿
大
神
祭
主
奉
仕
」
と
あ
る
こ
と）

（1
（

か
ら
す
れ

ば
、「
即
祭
主
以
上
非
顕
」
と
い
う
の
は
、「
以
上
（
神
部
直
速
日
ま
で
）
の
祭
主
に
よ
る
祭
祀
の
あ
り
方
は
明

ら
か
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
も
解
釈
で
き
よ
う
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、【
史
料
１
】
に
お
け
る
第
一
の
主
張
は
、
粟
鹿
大
神
を
祭
っ
た
こ
と
に
よ
り
「
神
部
直
」

の
姓
を
賜
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
系
譜
全
体
と
し
て
も
、
神
部
直
氏
が
代
々
粟
鹿
大
神
の
祭



一
〇
〇

主
を
世
襲
し
て
き
た
一
族
で
あ
る
と
い
う
点
を
、
第
一
の
主
張
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
又
但
馬

国
国
造
定
給
伎
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
成
務
朝
に
国
造
が
定
め
ら
れ
た
と
す
る
記
紀
の
伝
承
に
基
づ
い

て
付
け
足
さ
れ
た
部
分
と
い
う
感
が
強
い
の
で
あ
る
。

　

次
に
、【
史
料
２
】
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
二
十
二
代
神
部
直
忍
は
、「
磐
余
稚
桜
宮
御
宇
息
長
大

足
姫
天
皇
御
世
」（
神
功
皇
后
の
時
代
）
に
、
但
馬
国
の
人
民
を
率
い
、
粟
鹿
大
神
の
「
荒
術
魂
」
を
船
鼻
に

著
け
て
百
済
に
渡
り
奉
仕
し
、
帰
国
後
は
同
朝
廷
に
お
い
て
神
事
（
粟
鹿
大
神
の
祭
祀
）
を
取
り
持
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
記
述
も
、
記
紀
の
神
功
皇
后
に
よ
る
「
新
羅
征
討
」
伝
承

に
対
応
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

鈴
木
正
信
は
、
こ
の
尻
付
に
は
「
新
羅
」
で
は
な
く
「
百
済
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
尻
付
の
文
章
は
、

記
紀
の
伝
承
に
よ
る
作
文
で
は
な
く
、
神
部
直
氏
が
但
馬
国
造
と
し
て
国
造
軍
を
編
成
し
対
外
交
渉
に
従
事
し

た
事
実
を
、
神
功
皇
后
の
時
代
に
仮
託
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る）

（1
（

。
た
だ
、
記
紀
の
伝
承
に
お
い

て
は
、
百
済
の
服
属
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
荒
術
魂
召
著
二
於
船
鼻
一
」
と
い
う
尻
付
の
表
現
と
、『
日
本
書
紀
』

神
功
皇
后
摂
政
前
紀
（
仲
哀
天
皇
九
年
九
月
己
卯
条
）
の
「
和
魂
服
二
王
身
一
而
守
二
寿
命
一。
荒
魂
為
三
先
鋒
而

導
二
師
船
一
」「
撝
二
荒
魂
一、為
二
軍
先
鋒
一、請
二
和
魂
一、為
二
王
船
鎮
一
」
と
い
う
文
章
と
の
類
似
も
指
摘
で
き
る
。

こ
の
尻
付
の
文
章
が
、
記
紀
の
伝
承
を
参
考
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、こ
の
尻
付
に
お
け
る
朝
鮮
半
島
へ
の
出
兵
と
い
う
内
容
は
、【
史
料
４
】の
内
容
と
も
共
通
し
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
第
三
十
代
神
部
直
根　

の
朝
鮮
出
兵
参
加
と
い
う
事
実
に
基
づ
き
、
神
功
皇
后
の
出
兵
に
も
一
族
が

参
加
し
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
作
文
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
神

部
直
氏
の
但
馬
国
造
就
任
は
事
実
で
は
な
い
と
積
極
的
に
主
張
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
事
実
と
す

る
積
極
的
根
拠
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

　

次
に
、【
史
料
３
】
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
二
十
九
代
神
部
直
万
侶
は
、「
難
波
長
柄
豊

前
宮
御
宇
天
万
豊
日
天
皇
御
世
」（
孝
徳
朝
）
に
、
天
下
に
「
郡
領
」
と
「
国
造
懸
領
」
を
定
め
た
時
、「
朝
来

郡
国
造
」
の
こ
と
を
取
り
持
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
大
九
位
」
に
叙
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
難
解
な
表
現

を
多
く
含
む
が
、従
来
の
指
摘
の
と
お
り
、「
国
造
懸
領
」
の
「
懸
」
は
「
県
」、「
大
九
位
」
の
「
九
」
は
「
乙
」

の
誤
り
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
郡
領
」
は
「
評
造
」、
朝
来
郡
は
「
朝
来
評
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
が
、
問
題
は
「
朝
来
郡
国
造
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
「
朝
来
郡
（
評
）
の
国
造
」
と
読
み
、「
朝
来
評
造
」
の
こ
と
を
指
す
と
す
る
解
釈
も
あ
る）

（1
（

が
、
直

前
の
文
章
に
「
郡
領
并
国
造
懸
領
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
郡
領
」（
評
造
）
と
「
国
造
」
は
区
別
さ
れ

て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

。
次
の
【
史
料
４
】
に
、
神
部
直
根　

が
は
じ
め
て
朝
来
郡
（
評
）
の
大
領

（
評
造
）
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
の
「
朝
来
郡
国
造
」
を
朝
来
評
造
の
こ
と
と
解
釈
す
る

の
は
疑
問
で
あ
る
。

　
「
某
郡
国
造
」（
某
郡
の
国
造
）
と
い
う
の
は
、
ほ
か
に
み
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
り
、
こ
こ
は
「
朝
来
郡
の
国



一
〇
二

造
」
と
読
む
の
で
は
な
く
、「
朝
来
郡
国
造
事
取
持
申
」
で
、「
朝
来
郡
に
て
国
造
の
事
取
り
持
ち
申
す
」
と
読

む
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
朝
来
郡
（
評
）
に
お
い
て
国
造
（
但
馬
国
造
）
の
任
務
に

就
い
た
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
尻
付
に
お
い
て
も
、
神
部
直
氏
は
但
馬

国
造
に
任
じ
ら
れ
た
一
族
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
事
実
に
基
づ
く
記
述
で

あ
る
か
否
か
は
、
ま
た
別
問
題
で
あ
る）

（1
（

。

　

次
に
、【
史
料
４
】
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
三
十
代
神
部
直
根　

は
、「
後
岡
本
朝
庭
御
宇
天
豊
財

重
日
足
姫
天
皇
御
宇
時
」（
斉
明
朝
）
に
、
但
馬
国
民
を
率
い
て
新
羅
征
討
（
百
済
再
興
の
た
め
の
救
援
軍
の

派
遣
）
に
参
加
し
、
帰
国
後
は
同
朝
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
朝
来
郡
の
大
領
（
朝
来
評
の
評
造
）
に
任
命
さ
れ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た「
近
江
大
津
宮
御
宇
天
命
開
別
天
皇
御
宇
」（
天
智
朝
）の
庚
午
年
籍
の
作
成
に
は
、

書
笇
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
政）

11
（

」
を
取
り
持
ち
、「
国
造
懸
領
并
殿
民
源
之
是
非
」
を
「
勘
定
」「
注
進
」

し
た
、
そ
れ
が
庚
午
年
籍
で
あ
る
と
も
記
し
て
い
る
。「
国
造
懸
領
并
殿
民
源
之
是
非
」
と
い
う
の
は
、
国
造

や
懸
（
県
）
領
お
よ
び
殿
（
諸
氏
族
）
に
所
属
す
る
人
々
の
由
来
の
是
非
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

か
ら
、「
勘
定
」「
注
進
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
を
調
査
し
て
そ
の
結
果
を
報
告
し
た
（
氏
姓
を
も
っ
て
所
属

を
庚
午
年
籍
に
明
示
し
た
）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

書
笇
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
庚
午
年
籍
の
作
成
に
携
わ
っ
た
と
い
う
点
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、「
改
新
詔
」

（『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
正
月
朔
条
）
の
第
二
条
に
は
「
其
郡
司
、
並
取
下
国
造
性
識
清
廉
堪
二
時
務
一
者
上
為
二
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大
領
・
少
領
一、
強
幹
聡
敏
工
二
書
笇
一
者
為
二
主
政
・
主
帳
一
」
と
あ
り
、
根　

は
、
実
際
に
は
朝
来
郡
の
「
大
領
」

（
朝
来
評
の
長
官
）
で
は
な
く
、「
主
政
・
主
帳
」（
評
の
三
・
四
等
官
）
と
し
て
庚
午
年
籍
の
作
成
に
携
わ
っ

た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
但
馬
国
民
を
率
い
て
百
済
救
援
軍
に
加
わ
っ
た
と
い
う
点
に
注
目

す
れ
ば
、
根　

は
国
造
軍
を
率
い
た
但
馬
国
造
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る）

11
（

。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
こ
の
尻
付
の
文
章
に
お
い
て
も
、
神
部
直
氏
は
但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
一
族
で
あ
っ
た
と
主
張

し
て
い
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　

以
上
、【
史
料
１
】
か
ら
【
史
料
４
】
ま
で
の
文
意
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
史

料
そ
れ
自
体
か
ら
は
、
神
部
直
氏
が
実
際
に
但
馬
国
造
を
輩
出
し
た
氏
族
で
あ
っ
た
か
否
か
は
判
断
し
難
い
の

で
あ
る
。
次
節
に
お
い
て
は
、『
元
記
』
以
外
の
但
馬
国
造
関
係
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
但
馬
国
造
関
係
史
料
の
検
討

　

ま
ず
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
巻
十
「
国
造
本
紀
」
に
は
、
但
馬
（
但
遅
麻
）
国
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
み

え
る
。

【
史
料
５
】「
国
造
本
紀
」
但
遅
麻
国
造
条

　
　

但
遅
麻
国
造　

志
賀
高
穴
穂
朝
御
世
、
竹
野
君
同
祖
彦
坐
王
五
世
孫
船
穂
足
尼
定
二
賜
国
造
一。

　
「
志
賀
高
穴
穂
朝
」（
成
務
朝
）
に
、彦
坐
王
（
開
化
天
皇
皇
子
）
の
五
世
孫
で
あ
る
船
穂
足
尼
を
但
遅
麻
（
但
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馬
）
国
造
に
定
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
成
務
朝
に
神
部
直
速
日
が
但
馬
国
造
に
定
め
ら
れ
た
と
す

る
『
元
記
』
の
記
述
（【
史
料
１
】）
と
明
ら
か
に
抵
触
す
る
。

　
『
古
事
記
』
開
化
天
皇
段
の
彦
坐
王
系
譜
に
は
、
彦
坐
王
三
世
孫
の
息
長
宿
禰
王
と
河
俣
稲
依
毘
売
と
の
間

に
生
ま
れ
た
大
多
牟
坂
王
を
多
遅
摩
国
造
の
祖
と
し
て
お
り
、「
国
造
本
紀
」
に
い
う
船
穂
足
尼
の
名
は
み
え

な
い
が）

11
（

、
両
者
の
系
譜
は
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
彦
坐
王
系
譜
に
は
、
息
長
宿
禰
王
と
葛
城
之
高
額
比
売
と
の

間
に
生
ま
れ
た
息
長
日
子
王
を
吉
備
品
遅
君
の
祖
と
し
て
お
り
、「
国
造
本
紀
」
の
吉
備
品
治
国
造
条
に
は
、「
吉

備
品
治
国
造　

志
賀
高
穴
穂
朝
、
多
遅
麻
君
同
祖
若
角
城
命
三
世
孫
大
船
足
尼
定
二
賜
国
造
一
」
と
あ
る
。「
国

造
本
紀
」
の
但
遅
麻
国
造
条
の
「
但
遅
麻
国
造
」
と
、
吉
備
品
治
国
造
条
の
「
多
遅
麻
君
」
は
同
一
の
氏
、『
古

事
記
』
の
彦
坐
王
系
譜
の
「
吉
備
品
遅
君
」
と
、「
国
造
本
紀
」
の
吉
備
品
治
国
造
条
の
「
吉
備
品
治
国
造
」

も
同
一
の
氏
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
も
、『
古
事
記
』
の
彦
坐
王
系
譜
と
「
国
造
本
紀
」

の
系
譜
は
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

な
お
、「
国
造
本
紀
」
に
は
、
但
遅
麻
国
造
を
「
竹
野
君
同
祖
」
と
す
る
が
、
竹
野
君
氏
は
、『
古
事
記
』
開

化
天
皇
段
に
、
開
化
天
皇
皇
子
の
建
豊
波
豆
羅
和
気
王
に
注
し
て
「
道
守
臣
・
忍
海
部
造
・
御
名
部
造
・
稲
羽

忍
海
部
・
丹
波
之
竹
野
別
・
依
網
之
阿
毘
古
等
之
祖
也
」
と
み
え
る
「
丹
波
之
竹
野
別
」
と
の
関
係
が
考
え
ら

れ
る
。「
竹
野
」
は
右
の
呼
称
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
の
ち
の
丹
波
国
竹
野
郡
（
和
銅
六
年
に
丹
後
国
が
設

置
さ
れ
た）

11
（

の
ち
は
丹
後
国
に
編
入
）
に
対
応
す
る
地
名
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。『
古
事
記
』
開
化
天
皇
段
に
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よ
れ
ば
、
天
皇
が
丹
波
大
県
主
の
娘
の
竹
野
比
売
を
妻
と
し
た
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
開
化
天
皇
お
よ
び
彦
坐

王
系
譜
の
人
物
と
丹
波
と
の
結
び
つ
き
は
強
い
。
多
遅
麻
国
造
を
竹
野
君
と
同
祖
と
す
る
「
国
造
本
紀
」
の
系

譜
は
、
こ
の
点
も
含
め
て
、『
古
事
記
』
の
系
譜
と
対
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
但
馬
国
造
を
世
襲
し
た
氏
族
は
但
馬
君
氏
（
彦
坐
王
後
裔
氏
族
）
で
あ
っ
た

と
み
る
の
が
ま
ず
は
妥
当
な
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

但
馬
君
氏
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
越
部
里
条
と
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年

（
八
七
七
）
四
月
十
六
日
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

【
史
料
６
】『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
越
部
里
条

　
　

�

越
部
里
〈
旧
名
皇
子
代
里
〉。
土
中
々
。
所
三
以
号
二
皇
子
代
一
者
、
勾
宮
天
皇
之
世
、
寵
人
但
馬
君
小
津
、

蒙
レ
寵
賜
レ
姓
、
為
二
皇
子
代
君
一
而
造
二
三
宅
於
此
村
一、
令
二
仕
奉
一
之
。
故
曰
二
皇
子
代
村
一。
後
、
至
下
上

野
大
夫
結
二
卅
戸
一
之
時
上、
改
号
二
越
部
里
一。
一
云
、
自
二
但
馬
国
三
宅
一
越
来
。
故
号
二
越
部
村
一。

【
史
料
７
】『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
四
月
十
六
日
条

　
　

�

詔
曰
、
朕
聞
、
善
政
之
報
、
霊
貺
不
レ
違
。
洪
化
之
符
、
神
輸
必
至
。
朕
以
二
寡
薄
一、
辱
奉
二
丕
基
一。
徳
未

レ
動
レ
天
、恵
非
レ
感
レ
物
。
而
去
正
月
即
位
之
日
、但
馬
国
獲
二
白
雉
一
一。
二
月
十
日
尾
張
国
言
、木
蓮
理
。

閏
二
月
廿
一
日
、
備
後
国
貢
二
白
鹿
一
一。（
中
略
）
宜
レ
復
二
尾
張
・
但
馬
・
備
後
等
三
国
百
姓
当
年
徭
役

十
日
一。
就
レ
中
瑞
所
レ
出
土
、
特
須
二
優
矜
一。
其
芦
田
郡
勿
レ
輸
二
今
年
之
調
一。
春
部
及
養
父
郡
並
免
二
当
年
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之
庸
一。
其
接
二
得
神
物
一
者
多
治
比
部
橘
・
但
馬
公
得
継
等
叙
二
正
六
位
上
一、
賜
レ
物
准
レ
例
。（
後
略
）

　
【
史
料
６
】
に
よ
れ
ば
、越
部
里
は
旧
名
を
皇
子
代
里
と
い
い
、そ
れ
は
、但
馬
君
小
津
が
「
勾
宮
天
皇
」（
安

閑
天
皇
）
の
寵
愛
を
受
け
、
皇
子
代
君
の
姓
を
賜
り
、
こ
の
地
に
三
宅
（
屯
倉
）
を
造
っ
て
奉
仕
し
た
の
で
皇

子
代
と
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
事
実
の
伝
え
と
み
る
の
は
疑
問
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
記

事
が
但
馬
君
小
津
を
中
央
に
出
仕
し
た
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
小
津

は
但
馬
国
造
の
一
族
で
あ
り
、
そ
の
た
め
中
央
に
出
仕
し
て
い
た
と
い
う
認
識
の
存
在
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
こ
の
記
事
は
、
但
馬
君
氏
が
隣
国
の
播
磨
に
も
そ
の
勢
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
も
あ

る
。

　
【
史
料
７
】
は
元
慶
改
元
の
詔
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
正
月
に
但
馬
国
か
ら
白
雉
が
献
上
さ

れ
た
の
を
受
け
て
、
但
馬
国
の
百
姓
の
当
年
の
徭
役
十
日
と
、
白
雉
が
発
見
さ
れ
た
養
父
郡
の
今
年
の
調
が
免

除
さ
れ
、
白
雉
を
捕
ら
え
た
但
馬
公
得
継
に
は
正
六
位
上
の
叙
位
と
賜
物
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
但

馬
公
」
は
「
但
馬
君
」
と
同
一
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、こ
の
記
事
は
、九
世
紀
後
半
の
段
階
に
お
い
て
、

但
馬
君
氏
の
人
物
が
養
父
郡
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
述
の
と
お
り
、
養
父
郡
は
郡
領
氏
族

で
あ
る
日
下
部
氏
の
本
拠
地
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
記
事
か
ら
は
、
か
つ
て
但
馬
君
氏
の
勢
力
が
養
父
郡
の

地
域
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
点
も
、但
馬
国
造
を
但
馬
君
氏
と
考
え
る
う
え
で
好
都
合
と
い
っ
て
よ
い
。「
但
馬
君
」と
い
う「
国
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名+

カ
バ
ネ
」
の
氏
姓
も
、
国
造
の
氏
姓
（
職
名
的
称
号
）
と
し
て
適
合
的
で
あ
る
。

　

次
に
、
そ
の
ほ
か
の
但
馬
国
造
関
係
記
事
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
『
先
代
旧
事
本
紀
』
巻
五
「
天
孫
本

紀
」
に
は
、
火
明
命
の
六
世
孫
建
田
背
命
を
「
神
服
連
・
海
部
直
・
丹
波
国
造
・
但
馬
国
造
等
祖
」
と
し
、「
国

造
本
紀
」や『
古
事
記
』の
彦
坐
王
系
譜
と
は
異
な
る
系
譜
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
に
い
う「
但
馬
国
造
」は
、

お
そ
ら
く
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
神
別
下
に
「
火
明
命
之
後
也
」
と
み
え
る
但
馬
海
直
氏
と
同
氏
で
あ
り
、「
天

孫
本
紀
」
は
、
こ
の
但
馬
海
直
氏
を
但
馬
国
の
国
造
で
あ
っ
た
と
主
張
し
よ
う
と
し
、
こ
こ
に
「
但
馬
国
造
」

と
し
て
掲
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
馬
海
直
氏
が
、
実
際
に
但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
可
能
性
は
低
い
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
播
磨
国
風
土
記
』
飾
磨
郡
安
相
里
条
と
飾
磨
御
宅
条
に
も
、
以
下
の
よ
う
な
但
馬
国
造
関
係
記
事

が
み
え
る
。

【
史
料
８
】『
播
磨
国
風
土
記
』
飾
磨
郡
安
相
里
条

　
　

�

安
相
里
〈
長
畝
川
〉。
土
中
々
。
右
、
所
三
以
称
二
安
相
里
一
者
、
品
太
天
皇
、
従
二
但
馬
一
巡
行
之
時
、
縁
レ

道
不
レ　
二
御
冠
一。
故
号
二
陰
山
前
一。
仍
、
国
造
豊
忍
別
命
、
被
レ
剥
レ
名
。
爾
時
、
但
馬
国
造
阿
胡
尼
命

申
給
。
依
レ
此
赦
レ
罪
。
即
奉
二
塩
代
田
廿
千
代
一、
有
レ
名
。
塩
代
田
佃
、
但
馬
国
朝
来
人
、
到
来
居
二
於
此

処
一。
故
号
二
安
相
里
一。〈
本
名
沙
部
云
。
後
里
名
依
二
改
レ
字
二
字
注
一、
為
二
安
相
里
一。〉

【
史
料
９
】『
播
磨
国
風
土
記
』
飾
磨
郡
飾
磨
御
宅
条



一
〇
八

　
　

�

所
三
以
称
二
飾
磨
御
宅
一
者
、
大
雀
天
皇
世
、
遣
レ
人
、
喚
二
意
伎
・
出
雲
・
伯
耆
・
因
幡
・
但
馬
五
国
造
等
一。

是
時
、
五
国
造
、
即
以
二
召
使
一
為
二
水
手
一、
而
向
レ
京
之
。
以
レ
此
為
レ
罪
、
即
退
二
於
播
磨
国
一、
令
レ
作
レ

田
也
。
此
時
所
レ
作
之
田
、
即
号
二
意
伎
田
・
出
雲
田
・
伯
耆
田
・
因
幡
田
・
但
馬
田
一。
即
彼
田
稲
、
収

納
之
御
宅
、
即
号
二
飾
磨
御
宅
一。
又
云
二
賀
和
良
久
三
宅
一。

　
【
史
料
８
】
は
文
意
不
分
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
「
品
太
天
皇
」（
応
神
天
皇
）
が
但
馬
か
ら
播
磨
へ
巡
行
し
た
時
、
播
磨
国
造
の
豊
忍
別
命
に
「
御
冠
」
を
用

意
し
な
か
っ
た
不
備
が
あ
っ
た
た
め
、
豊
忍
別
命
は
「
国
造
」
の
名
を
剥
奪
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
但
馬
国
造
の

阿
胡
尼
命
が
申
し
開
き
を
し
て
く
れ
た
た
め
、
豊
忍
別
命
は
罪
を
許
さ
れ
、「
塩
代
田
」（
罪
の
償
い
の
た
め
の

塩
の
代
わ
り
の
田
）
を
献
上
し
て
、「
国
造
」（
播
磨
国
造
）
の
名
を
回
復
し
た
。
そ
の
田
の
耕
作
に
は
、
但
馬

国
の
朝
来
（
あ
さ
こ
）
の
人
が
到
来
し
て
居
住
し
、
従
事
し
た
。
そ
の
た
め
安
相
（
あ
さ
こ
）
の
里
と
名
付
け

た
。

　

粟
鹿
神
社
所
蔵
の
『
田
道
間
国
造
日
下
部
足
尼
家
譜
大
綱
』（
以
下
『
家
譜
』
と
略
記
す
る
）
に
は
、「
国
造

本
紀
」
に
但
馬
国
造
に
定
め
ら
れ
た
と
あ
る
「
船
穂
足
尼
」
の
子
と
し
て
「
豊
忍
別
乃
君
」
の
名
を
載
せ
て
お

り
、
こ
こ
に
い
う
「
豊
忍
別
命
」
が
そ
れ
と
同
一
人
で
あ
れ
ば
、
豊
忍
別
命
は
但
馬
国
造
と
い
う
こ
と
に
な
る

（『
家
譜
』
に
は
、こ
こ
に
「
但
馬
国
造
阿
胡
尼
命
」
と
あ
る
阿
胡
尼
命
の
名
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
）。
一
方
、

『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
四
十
年
条
に
は
、「
播
磨
佐
伯
直
阿
俄
能
胡
」
が
私
地
を
献
上
し
て
罪
を
免
れ
た
と
あ
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り
、
阿
俄
能
胡
と
、
こ
こ
に
い
う
「
但
馬
国
造
阿
胡
尼
命
」
は
、
そ
の
名
や
私
地
の
献
上
に
よ
る
免
罪
と
い
う

内
容
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
播
磨
佐
伯
直
氏
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
皇
別
下
の
佐
伯
直
条
や
、

「
国
造
本
紀
」
の
針
間
国
造
条
に
よ
れ
ば
、
播
磨
国
造
で
あ
っ
た
氏
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
風
土
記
』
の
当
該
部
分
の
補
注
に
は
、「
風
土
記
の
記
事
は
、

但
馬
国
造
と
あ
っ
て
然
る
べ
き
豊
忍
別
命
と
播
磨
国
造
と
あ
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
阿
胡
尼
命
を
互
い
に
入
れ
替

え
て
、
前
者
を
播
磨
国
造
、
後
者
を
但
馬
国
造
と
し
た
伝
承
に
よ
っ
た
も
の
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
の

指
摘
が
あ
る）

11
（

。
お
そ
ら
く
そ
の
と
お
り
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
す
る
な
ら
ば
、
風
土
記
の
伝
承
以
前
に
、
豊
忍

別
命
（
豊
忍
別
乃
君
）
を
但
馬
国
造
と
す
る
伝
え
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
『
家
譜
』
は
、
後
述
の
と
お
り
、
但
馬
の
日
下
部
氏
が
、
自
ら
の
系
譜
を
但
馬
国
造
の
系
譜
（
彦
坐
王
系
譜
）

に
結
び
つ
け
る
た
め
に
作
成
し
た
と
み
ら
れ
る
系
譜
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
、
古
い
伝
え
の
含
ま
れ
て
い
る

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。『
家
譜
』
に
は
、『
古
事
記
』
の
彦
坐
王
系
譜
に
但
馬
国
造
の
祖
と
あ
る
「
大
多
牟

坂
王
」
の
子
と
し
て
、「
国
造
本
紀
」
の
「
船
穂
足
尼
」
を
載
せ
、
そ
の
子
と
し
て
「
豊
忍
別
乃
君
」
を
載
せ

る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
田
中
卓
の
指
摘
が
あ
る
と
お
り
、
こ
の
部
分
は
本
来
の
伝
え
を
遺
す
部
分
で
あ
る
可

能
性
が
高
い）

11
（

。
そ
し
て
そ
の
場
合
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
但
馬
国
造
を
世
襲
し
た
一
族
は
但
馬
君
氏
（
彦
坐

王
後
裔
氏
族
）
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
【
史
料
９
】
は
、「
大
雀
天
皇
世
」（
仁
徳
朝
）
に
、
意
伎
・
出
雲
・
伯
耆
・
因
幡
・
但
馬
の
五
国
造
が
、
天
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皇
の
使
い
を
水
夫
と
し
て
上
京
し
た
罪
に
よ
り
、
播
磨
国
に
そ
れ
ぞ
れ
の
田
を
作
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の

収
穫
稲
は
飾
磨
御
宅
に
収
納
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
造
の
奉
仕
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え

で
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
但
馬
国
造
の
氏
姓
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

最
後
に
、「
日
下
部
系
図
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
一
般
に
、
但
馬
の
日
下
部
氏
が
但
馬
君
氏
と
同
族
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
日
下
部
の
中
央
伴

造
氏
族
で
あ
る
日
下
部
連
氏
（
天
武
朝
の
八
色
の
姓
制
定
に
よ
り
宿
禰
を
賜
与
）
が
彦
坐
王
を
祖
と
す
る
系
譜

を
称
し）

1（
（

、
但
馬
君
氏
と
同
系
で
あ
る
こ
と
、『
家
譜
』
で
は
但
馬
の
日
下
部
氏
と
但
馬
君
氏
を
ま
さ
に
同
族
と

し
て
い
る
こ
と
、な
ど
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、『
群
書
類
従
』
所
収
の
『
日
下
部
系
図
』

お
よ
び
『
日
下
部
系
図
別
本　

朝
倉
系
図
』（
以
下
『
別
本
』
と
略
記
す
る
）
に
よ
れ
ば
、
日
下
部
氏
は
孝
徳

天
皇
を
祖
と
す
る
氏
で
あ
る
。
日
下
部
氏
が
本
来
、
但
馬
君
氏
と
同
じ
彦
坐
王
系
譜
を
称
し
て
い
た
な
ら
ば
、

わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
系
譜
を
作
成
す
る
必
要
は
な
く
、
紅
林
怜
の
説
く
と
お
り
、
日
下
部
氏
の
系
譜
と
し
て

は
、
こ
ち
ら
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　
『
日
下
部
系
図
』
お
よ
び
『
別
本
』
に
よ
れ
ば
、
孝
徳
天
皇
皇
子
の
有
馬
皇
子
の
子
の
表
米
が
、
養
父
郡
の

大
領
に
任
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

【
史
料
10
】『
日
下
部
系
図
』
表
米
の
尻
付

　
　

�

養
父
郡
大
領
。
天
智
天
皇
御
宇
異
賊
襲
来
時
、
為
二
防
戦
大
将
一、
賜
二
日
下
部
姓
一。
於
戦
場
、
被
レ
退
二
忽
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異
賊
一。
朱
雀
元
年
甲
申
三
月
十
五
日
卒
。
朝
来
郡
久
世
田
荘
賀
納
岳
奉
二
祝
表
米
大
明
神
一。

【
史
料
11
】『
別
本
』
表
米
の
尻
付

　
　

難
波
ノ
朝
廷
、
戊
申
年
養
父
郡
ノ
大
領
ニ
補
佐
セ
ラ
ル
。
在
任
三
年
。

　
【
史
料
10
】
の
内
容
に
は
疑
問
が
多
い
が
、【
史
料
11
】
と
あ
わ
せ
て
読
む
な
ら
ば
、
表
米
が
難
波
朝
廷
（
孝

徳
朝
）
の
「
戊
申
年
」、
す
な
わ
ち
大
化
四
年
（
六
四
八
）
に
「
養
父
郡
」（
養
父
評
）
の
「
大
領
」（
評
造
）

に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
の
伝
え
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
孝
徳
朝
の
評
造
で
あ
っ
た
表
米
が
孝

徳
の
孫
に
あ
た
る
と
い
う
の
は
世
代
的
に
不
自
然
で
あ
り
、
こ
の
点
を
事
実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お

そ
ら
く
日
下
部
氏
は
、養
父
評
の
評
造
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
れ
ま
で
日
下
部
の
地
方
伴
造
で
あ
っ

た
こ
と
を
公
認
さ
れ
、
天
智
朝
の
庚
午
年
籍
で
「
日
下
部
」
と
い
う
姓
が
賜
与
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。【
史
料

10
】
に
「
賜
二
日
下
部
姓
一
」
と
あ
る
の
は
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
表
米
の
子
の
都
牟
自
と
荒
島
の
尻
付
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
史
料
12
】『
日
下
部
系
図
』
都
牟
自
の
尻
付
（『
別
本
』
も
同
じ
内
容
）

　
　

�

嫡
男
。
難
波
朝
廷
癸
丑
、
養
父
郡
補
二
任
少
領
一、
後
是
本
朝
在
レ
任
。
己
未
年
転
二
任
大
領
一、
至
二
飛
鳥
朝
一。

在
任
三
十
一
ケ
年
。
癸
未
年
死
。

【
史
料
13
】『
日
下
部
系
図
』
荒
島
の
尻
付
（『
別
本
』
も
同
じ
内
容
）

　
　

�

次
男
。
右
人
己
佐
美
家
地
官
舎
奉
二
藤
原
朝
廷
一。
戊
戌
年
補
二
任
朝
来
郡
大
領
一、
至
二
奈
良
朝
廷
一。
在
任



一
一
二

十
五
年
。
大
領
、
正
八
位
下
。

　
【
史
料
12
】
に
よ
れ
ば
、
都
牟
自
は
「
難
波
朝
廷
」（
孝
徳
朝
）
の
「
癸
丑
」（
白
雉
四
年=

六
五
三
年
）
に

養
父
郡
（
評
）
の
少
領
（
次
官
）
に
任
じ
ら
れ
、「
後
是
本
朝
」（「
是
」
は
「
岡
」
の
誤
り
で
、「
後
岡
本
朝
」

す
な
わ
ち
斉
明
朝
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
）
の
「
己
未
年
」（
斉
明
五
年=

六
五
九
年
）
に
大
領
（
長
官
）
に

転
じ
、「
飛
鳥
朝
」（
天
武
朝
）
の
「
癸
未
年
」（
天
武
十
二
年=

六
八
三
年
）
に
死
去
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、【
史
料
13
】
に
よ
れ
ば
、
荒
島
は
「
藤
原
朝
廷
」（
文
武
朝
）
の
「
戊
戌
年
」（
文
武
二
年=

六
九
八
年
）

に
朝
来
郡
（
評
）
の
「
大
領
」（
長
官
）
に
任
じ
ら
れ
、
在
任
十
五
年
、「
奈
良
朝
廷
」（
元
明
朝
）
に
至
っ
た

と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
干
支
に
よ
っ
て
具
体
的
年
代
を
記
す
こ
と
か
ら
し
て
、
事
実
の
伝
え
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
後
、『
日
下
部
系
図
』
お
よ
び
『
別
本
』
に
は
、
日
下
部
氏
の
人
物
が
養
父
郡
と
朝
来
郡

の
郡
領
に
任
じ
ら
れ
て
い
っ
た
と
す
る
の
で
あ
が
、
こ
の
点
も
事
実
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、『
日
下
部
系
図
』
に
は
、
荒
島
の
子
の
弘
道
と
、
弘
道
の
弟
で
あ
る
老
の
子
の
大
継
の
尻
付
に
「
国

造
兵
衛
」
と
あ
り
、『
別
本
』
に
は
、
加
え
て
大
継
の
弟
の
子
祖
父
の
尻
付
に
も
「
国
造
兵
衛
」
と
み
え
る
。

但
馬
国
造
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
こ
の
点
が
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
国
造
兵
衛
」
と
は
、
国
造
氏
か
ら

任
用
さ
れ
た
兵
衛
と
考
え
ら
れ）

11
（

、
国
造
氏
は
、『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
四
月
庚
戌
条
に
「
詔
定
二

諸
国
国
造
之
氏
一。
其
名
具
二

国
造
記
一

」
と
み
え
る
「
国
造
之
氏
」
の
こ
と
で
あ
り
、
選
叙
令
郡
司
条
に
郡
領

へ
の
優
先
任
用
を
定
め
ら
れ
た
「
国
造
」
は
、
こ
の
「
国
造
之
氏
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
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こ
れ
ら
の
尻
付
か
ら
す
る
と
、
弘
道
・
大
継
・
子
祖
父
の
頃
（
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
か
）
に
は
、
日
下
部
氏

は
但
馬
国
造
氏
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
大
宝
二
年
に
「
国
造
之
氏
」
に
認
定
さ
れ
た
の
は
、
原
則

と
し
て
国
造
制
下
に
お
い
て
実
際
に
国
造
を
世
襲
し
て
い
た
一
族
と
み
て
よ
い
か
ら
（
た
だ
し
あ
く
ま
で
原
則

で
あ
る
）、
日
下
部
氏
は
但
馬
国
造
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、「
国
造
本
紀
」
に
但
馬
国
造
（
多
遅
麻
国
造
）
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
但
馬
君
氏
で
あ
り
、「
国

造
本
紀
」
は
大
宝
二
年
の
「
国
造
記
」
を
原
資
料
と
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、「
国
造
本
紀
」
の
「
国
造
」
も
、

原
則
と
し
て
「
国
造
之
氏
」
を
載
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
従
来
、
但
馬
君
氏
と
日
下
部
氏
を
同
族
と
し
て

き
た
理
由
は
、
こ
の
点
に
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、『
日
下
部
系
図
』
お
よ
び
『
別
本
』
の
「
国
造
兵
衛
」
に
つ
い
て
は
、
大
宝
二
年
の
段
階
で
「
国

造
之
氏
」
に
認
定
さ
れ
た
但
馬
君
氏
（
実
際
に
但
馬
国
造
を
世
襲
し
た
一
族
）
に
替
わ
っ
て
、
八
世
紀
中
頃
に

日
下
部
氏
が
「
国
造
之
氏
」
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
日
下
部

氏
が
自
氏
を
顕
彰
す
る
た
め
に
、「
国
造
兵
衛
」
を
自
称
し
た
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。『
日
下
部
系

図
』
お
よ
び
『
別
本
』
に
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
日
下
部
氏
の
人
物
が
「
国
造
兵
衛
」
と
記
さ
れ
て
い
る

か
ら
と
い
っ
て
、
国
造
制
下
の
日
下
部
氏
が
但
馬
国
造
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
、本
節
で
は
、『
元
記
』以
外
の
但
馬
国
造
関
係
史
料
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
結
論
を
繰
り
返
せ
ば
、

国
造
制
下
に
お
い
て
但
馬
国
造
に
就
任
し
た
の
は
一
貫
し
て
但
馬
君
氏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、前
節
で
取
り
上
げ
た
『
元
記
』
の
「
国
造
」（
但
馬
国
造
）
に
つ
い
て
は
、や
は
り
、

神
部
直
氏
が
自
氏
を
顕
彰
し
、
郡
領
へ
の
優
先
任
用
の
認
め
ら
れ
た
国
造
氏
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に

述
作
し
た
も
の
、
と
み
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註（
１
）『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』
の
書
誌
学
的
研
究
や
そ
の
史
料
性
に
つ
い
て
は
、
是
澤
恭
三
「
粟
鹿
神
社
祭
神
の
新
発
見
」

（『
神
道
宗
教
』
一
〇
、
一
九
五
五
年
）。
同
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
の
研
究
（
一
）」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
四
―
三
、

一
九
五
六
年
）。
同
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
の
研
究
（
二
）」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
五
―
一
、
一
九
五
七
年
）。
同
「
但

馬
国
朝
来
郡
粟
鹿
大
明
神
元
記
に
就
い
て
」（『
書
陵
部
紀
要
』
九
、
一
九
五
八
年
）。
田
中
卓
『
日
本
国
家
の
成
立
と
諸

氏
族
』（
田
中
卓
著
作
集
２
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
）
第
十
「
一
古
代
氏
族
の
系
譜
」（
初
出
は
一
九
五
六
年
）。

溝
口
睦
子
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
成
立
』（
学
習
院
、
一
九
八
二
年
）
第
三
章
「
個
別
系
譜
の
研
究
」。
義
江
明
子

『
日
本
古
代
系
譜
様
式
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
Ⅰ
部
第
三
章
「
出
自
系
譜
の
形
成
と
王
統
譜
」（
初
出
は

一
九
九
二
年
）。
鈴
木
正
信
『
大
神
氏
の
研
究
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
四
年
）
第
三
章
「
大
神
氏
の
系
図
」
な
ど
参
照
。

（
２
）
篠
川
賢
『
日
本
古
代
国
造
制
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。
以
下
『
拙
著
』
と
略
記
す
る
）
二
三
五
～
二

三
六
頁
。

（
３
）
田
中
卓
『
日
本
国
家
の
成
立
と
諸
氏
族
』（
前
掲
）
三
六
四
頁
。

（
４
）
佐
伯
有
清
・
高
嶋
弘
志
編
『
国
造
・
県
主
関
係
史
料
集
』（
近
藤
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
一
七
七
頁
、
補
注
。

（
５
）
鈴
木
正
信
『
大
神
氏
の
研
究
』（
前
掲
）
二
二
五
～
二
二
七
頁
。
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（
６
）
紅
林
怜
「
但
馬
君
氏
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（
加
藤
謙
吉
編
『
日
本
古
代
の
王
権
と
地
方
』
大
和
書
房
、
二
〇
一
五

年
）
二
三
六
～
二
三
七
頁
。
同
「
但
馬
君
氏
と
但
馬
国
の
有
力
氏
族
」（『
常
民
文
化
』
三
九
、
二
〇
一
六
年
）
八
六
～

八
七
頁
。

（
７
）『
元
記
』
の
引
用
は
、
鈴
木
正
信
『
大
神
氏
の
研
究
』（
前
掲
）
所
載
の
翻
刻
（『
多
和
叢
書
』
所
収
の
「
粟
鹿
大
明
神

元
記
」
を
底
本
と
す
る
）
に
よ
る
（
返
り
点
、
句
読
点
は
筆
者
）。

（
８
）
溝
口
睦
子
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
研
究
』（
前
掲
）
二
四
〇
～
二
四
一
頁
。

（
９
）『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
四
月
乙
未
条
に
、「
割
二
丹
波
国
五
郡
一、
始
置
二
丹
後
国
一。
割
二
備
前
国
六
郡
一、
始
置
二
美
作

国
一
（
後
略
）」
と
あ
る
。

（
10
）
国
郡
里
制
の
「
里
」
の
表
記
が
「
郷
」
に
変
わ
る
の
は
、
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌

田
元
一
「
郷
里
制
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式
」（『
律
令
公
民
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
は
一
九
九
一
年
）

参
照
。

（
11
）
溝
口
睦
子
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
研
究
』（
前
掲
）
三
一
六
～
三
二
三
頁
。

（
12
）
鈴
木
正
信
『
大
神
氏
の
研
究
』（
前
掲
）
二
一
六
～
二
二
三
頁
。

（
13
）
是
澤
恭
三
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
の
研
究
（
二
）」（
前
掲
）
四
八
頁
。

（
14
）
こ
の
第
十
八
代
大
彦
速
命
（
あ
る
い
は
そ
の
一
代
前
の
第
十
七
代
太
多
彦
命
）
以
降
が
、
神
部
直
氏
独
自
の
系
譜
部

分
と
考
え
ら
れ
る
。

（
15
）
第
二
十
九
代
神
部
直
万
侶
と
第
三
十
代
神
部
直
根　

の
尻
付
に
は
「
粟
鹿
大
神
祭
主
奉
仕
」
の
記
述
は
な
い
が
、「
忌

部
祝
卅
人
、
忌
酒
女
祝
卅
人
」
な
ど
の
記
述
が
あ
り
（
こ
の
よ
う
な
記
述
は
第
二
十
五
代
神
部
直
宿
奈
以
降
に
み
え
る
）、

万
侶
と
根　

も
、
粟
鹿
大
神
の
祭
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
16
）
鈴
木
正
信
『
大
神
氏
の
研
究
』（
前
掲
）
二
二
五
～
二
二
六
頁
。
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（
17
）
森
公
章
「
評
の
成
立
と
評
造
」（『
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は
一
九
八
七
年
）。

山
尾
幸
久
「
大
化
年
間
の
国
司
・
郡
司
」（『
立
命
館
文
学
』
五
三
〇
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
。

（
18
）「
懸
（
県
）
領
」
に
つ
い
て
は
、
孝
徳
朝
の
段
階
で
県
主
・
稲
置
・
地
方
伴
造
な
ど
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ら

れ
た
人
物
の
意
味
に
解
し
て
お
き
た
い
。

（
19
）
な
お
、
こ
の
尻
付
の
文
章
に
「
難
波
長
柄
豊
前
宮
御
宇
天
万
豊
日
天
皇
御
世
、
天
下
郡
領
并
国
造
懸
領
定
給
」
と
あ

る
の
は
、
孝
徳
朝
に
評
制
が
全
面
的
に
施
行
さ
れ
、
同
時
に
国
造
制
の
再
編
も
行
わ
れ
、
そ
の
後
も
国
造
は
存
続
し
た

と
す
る
私
見
（『
拙
著
』
二
二
三
～
二
五
三
頁
ほ
か
）
に
適
合
的
で
あ
る
。

（
20
）
こ
こ
で
い
う
「
国
政
」
は
、
国
家
の
政
務
と
し
て
の
庚
午
年
籍
の
作
成
を
意
味
す
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
21
）
選
叙
令
郡
司
条
に
は
「
凡
郡
司
、
取
下
性
識
清
廉
堪
二
時
務
一
者
上
為
大
領
・
少
領
、
強
幹
聡
敏
工
二
書
計
一
者
為
主
政
・

主
帳
。
其
大
領
外
従
八
位
上
、
少
領
外
従
八
位
下
叙
之
。〈
其
大
領
・
少
領
、
才
用
同
者
、
先
取
二
国
造
一。〉」
と
あ
る
。

（
22
）
そ
の
場
合
、「
国
政
」
と
い
う
の
は
但
馬
国
の
政
務
を
指
す
と
し
て
、「
国
政
取
持
」
で
但
馬
国
造
の
任
に
就
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
そ
の
場
合
の
根　

は
、
但
馬
国
造
と
朝
来
評
造
を
兼
任
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
23
）
な
お
、「
神
戸
里
」
以
下
の
最
後
の
部
分
も
難
解
で
あ
る
が
、「
己
」
は
「
已
」（
す
で
に
）
の
誤
り
で
あ
り
、
条
里
に

基
づ
く
田
と
「
野
山
林
」
を
、
す
で
に
神
戸
里
に
切
り
分
け
奉
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
田
中
卓
『
日
本
国
家
の

成
立
と
諸
氏
族
』（
前
掲
）
三
五
〇
頁
参
照
。

（
24
）
な
お
、
粟
鹿
神
社
所
蔵
の
『
田
道
間
国
造
日
下
部
足
尼
家
譜
大
綱
』
に
は
、「
国
造
本
紀
」
の
船
穂
足
尼
を
、
彦
坐
王

系
譜
に
い
う
大
多
牟
坂
王
の
子
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
25
）
前
掲
注
（
９
）
参
照
。

（
26
）『
倭
名
類
聚
抄
』
に
但
馬
国
美
含
郡
竹
野
郷
が
み
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
竹
野
」
は
但
馬
国
内
の
地
名
で
あ
る
可
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能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
も
、「
国
造
本
紀
」
の
多
遅
麻
国
造
系
譜
に
不
自
然
さ
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

（
27
）
紅
林
怜
「
但
馬
君
氏
と
但
馬
国
の
有
力
氏
族
」（
前
掲
）
八
三
頁
に
、
こ
の
指
摘
が
あ
る
。

（
28
）『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
皇
別
下
の
佐
伯
直
条
に
は
、「
景
行
天
皇
皇
子
稲
背
入
彦
命
之
後
也
。
男
御
諸
別
命
、
稚
足
彦

天
皇
〈
諡
成
務
〉
御
代
、
中
二
分
針
間
国
一
給
レ
之
。
仍
号
二
針
間
別
一。
男
阿
良
都
命
〈
一
名
伊
許
自
別
〉、
誉
田
天
皇
為
レ

定
二
国
堺
一、
車
駕
巡
幸
、
到
二
針
間
国
神
崎
郡
瓦
村
東
崗
上
一。
于
レ
時
青
菜
葉
自
二
崗
辺
川
一
流
下
。
天
皇
詔
レ
応
二
川
上
有

一レ
人
也
。
仍
差
二
伊
許
自
別
命
一
往
問
。（
中
略
）
伊
許
自
別
命
以
レ
状
復
奏
。
天
皇
詔
曰
、
宜
二
汝
為
レ
君
治
一レ
之
。
即
賜
二

氏
針
間
別
佐
伯
直
一。〈
佐
伯
者
所
謂
氏
姓
也
。
直
者
謂
レ
君
也
。〉
爾
後
至
二
庚
午
年
一、
脱
二
落
針
間
別
三
字
一、
偏
為
二
佐

伯
直
一。」
と
あ
り
、「
国
造
本
紀
」
の
針
間
国
造
条
に
は
、「
志
賀
高
穴
穂
朝
、
稲
背
入
彦
命
孫
伊
許
自
別
命
定
二
賜
国

造
一。」
と
あ
る
。

（
29
）
秋
本
吉
郎
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
２　

風
土
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
三
五
四
頁
。

（
30
）
田
中
卓
『
日
本
国
家
の
成
立
と
諸
氏
族
』（
前
掲
）
三
六
二
～
三
六
三
頁
。

（
31
）『
新
撰
姓
氏
録
』
山
城
国
皇
別
に
日
下
部
宿
禰
を
載
せ
、「
開
化
天
皇
皇
子
、
彦
坐
命
之
後
也
」
と
あ
る
。

（
32
）
前
掲
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
33
）『
拙
著
』
三
〇
三
～
三
〇
五
頁
。

（
34
）『
拙
著
』
二
九
七
～
三
〇
六
頁
ほ
か
参
照
。

（
35
）『
拙
著
』
四
一
四
～
四
二
二
頁
ほ
か
参
照
。


